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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       生  田  康  久 君

  

事務局書記 東     康  弘 君

○議事日程（第１号） 

  平成19年６月６日  午後２時00分開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  会期の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第63号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成19年度内灘町一般会計補正予算（第１号）〕 

  議案第64号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成19年度内灘町老人保健特別会計補正予算（第１号）〕 

  議案第65号 平成19年度内灘町一般会計補正予算（第２号） 

  議案第66号 平成19年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第67号 内灘町学童保育クラブ設置条例の一部を改正する条例について 

  議案第68号 内灘町体育施設の指定管理者の指定について 

  報告第１号 平成18年度内灘町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第２号 平成18年度内灘町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第３号 平成18年度内灘町土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第４号 平成18年度内灘町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第５号 平成18年度内灘町土地開発公社の事業報告及び決算について 

  報告第６号 平成18年度財団法人内灘町公共施設等管理公社の事業報告及び決算について 

  報告第７号 平成18年度社会福祉法人内灘町福祉会の事業報告及び決算について 

  報告第８号 平成18年度社会福祉法人内灘町社会福祉協議会の事業報告及び決算について 

  提案理由の説明 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○議長【渡辺旺君】 皆様、大変ご苦労さま

でございます。 

 傍聴の方、大変暑い日にもかかわらず傍聴

していただきまして、大変ご苦労さまでござ

います。 

 平成19年第２回内灘町議会定例会に当たり、

一言ごあいさつ申し上げます。 

 議員各位には、公私ともにご多忙のところ

ご出席賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本会議は、改選後初めての定例会であり、

町民の皆様の厚い負託を担われた議員の皆様

方におかれましては、本定例会に提出されま

す諸議案につきまして、活発な議論を展開さ

れ、適正、妥当な議決に至りますよう念願す

るものでございます。 
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 開会に先立ちまして、長年内灘町議会議員

としてご活躍され、このたび退任されました

小谷一也様、野村輝久様、中村哲彦様、黒田

泰三様、中居治様、田中祥次様、堂下清孝様、

重原義之様の皆様に、この場をおかりいたし

まして、地方自治振興と町発展のご功績のあ

かしとして「議員の章」をお贈りいたしたい

と思います。大変長い間ご苦労さまでござい

ます。 

○事務局長【生田康久君】 

 野村輝久様。 

○議長【渡辺旺君】 

 「議員の章」野村輝久 殿 

 大変ご苦労さまでございます。（拍手） 

○事務局長【生田康久君】 

 中居治様。 

○議長【渡辺旺君】 

 「議員の章」中居治 殿 

 大変ご苦労さまでございました。（拍手） 

○事務局長【生田康久君】 

 田中祥次様。 

○議長【渡辺旺君】 

 「議員の章」田中祥次 殿 

 大変長い間ご苦労さまでございました。

（拍手） 

○事務局長【生田康久君】 

 堂下清孝様。 

○議長【渡辺旺君】 

 「議員の章」堂下清孝 殿 

 大変長い間ご苦労さまでございました。

（拍手） 

○事務局長【生田康久君】 

 重原義之様。 

○議長【渡辺旺君】 

 「議員の章」重原義之殿 

 大変長い間ご苦労さまでございました。

（拍手） 

 

○議長【渡辺旺君】 ただいま「議員の章」

を受けられました皆様の長年にわたる議会人

としてのご功績に対し､満場一致、改めて敬

意と感謝を申し上げます。 

 今後ともご自愛専一にされまして、ご健勝

とご多幸をお祈り申し上げます。 

 大変ご苦労さまでございました。 

（拍手） 

○議長【渡辺旺君】 以上をもちまして、

「議員の章」贈呈式を終わらせていただきま

す。 

 

○議長【渡辺旺君】 次に、４月11日に開催

されました石川県町村議会議長会定期総会の

席上において、長きにわたり地方自治の振興

と発展に貢献されたご功績により、八田外茂

男議員、中川達議員が全国町村議会議長会表

彰を受けられました。 

 また、「うちなだ議会だより」が第21回町

村議会広報全国コンクールにおいて奨励賞を

受賞しています。 

 表彰の栄に浴されました皆様のご功績と栄

誉を顕彰するため、本議場におきまして表彰

状をご披露し、満場一致、心からお祝いを申

し上げる次第でございます。 

○事務局長【生田康久君】 

 全国町村議会議長会表彰、中川達議員。 

○議長【渡辺旺君】 

        表彰状 

 石川県内灘町議会議員 中川達 殿 

 あなたは多年、議会議員として地方自治の

振興発展に寄与せられ、その功績はまことに

顕著であります。よって、ここにこれを表彰

します。 

 平成19年２月６日 

  全国町村議会議長会 会長 川股 博 

 代読、おめでとうございます。（拍手） 

 

○事務局長【生田康久君】 

 内灘町議会だより、平成18年度第21回町村

議会広報全国コンクール奨励賞、内灘町議会

広報対策特別委員会、川口正己委員長。 
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○議長【渡辺旺君】 

        表彰状 

 奨励賞 石川県内灘町議会 殿 

 貴議会広報紙は、第21回町村議会広報全国

コンクールにおいて頭書の成績をおさめられ

ました。よって、ここにこれを表彰します。 

 平成19年２月６日 

  全国町村議会議長会 会長 川股 博 

 代読、おめでとうございます。（拍手） 

○事務局長【生田康久君】 なお、今回の受

賞は、全国コンクールにおいて延べ13回目の

受賞であります。（拍手） 

 

○議長【渡辺旺君】 このたび受賞の栄に浴

されました議員各位には、長年にわたるご苦

労に対し、改めて敬意と感謝を表するもので

あります。 

 今後とも、自治振興、町勢発展のため、な

お一層のご尽力をされんことをご期待いたす

次第でございます。 

 まことにおめでとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午後２時15分開会 

○議長【渡辺旺君】 ただいまの出席議員は

15名であります。よって、会議の定足数に達

しておりますので、これより平成19年第２回

内灘町議会定例会を開会し、直ちに本日の会

議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【渡辺旺君】 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により、議長において、１番生田勇人さん、

２番南和彦さんを指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会期の決定 

○議長【渡辺旺君】 日程第２、会期の決定

についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、

本日から６月15日までの10日間としたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日から６月15日までの10日

間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、

お手元に配付いたしました案のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【渡辺旺君】 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 今期定例会に説明のため説明員として出席

するよう地方自治法第121条の規定により要

求いたしたところ、説明のため出席をしてい

る者の職、氏名は、別紙説明員一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願

います。 

 次に、監査委員から平成19年４月分の例月

出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから、ご了承

願います。 

 なお、八田外茂男議員より、本日の会議を

欠席する届け出がありましたので、申し添え

ておきます。 

 次に、町長から地方自治法施行令第146条

第２項の規定により、平成18年度内灘町一般

会計繰越明許費繰越計算書について、平成18

年度内灘町公共下水道事業特別会計繰越明許

費繰越計算書について、平成18年度内灘町土

地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について、平成18年度内灘町介護保険特別

会計繰越明許費繰越計算書についての提出が

あり、報告第１号、報告第２号、報告第３号、

報告第４号として、また地方自治法第243条

の３第２項の規定により、内灘町土地開発公

社、財団法人内灘町公共施設等管理公社、社

会福祉法人内灘町福祉会及び社会福祉法人内
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灘町社会福祉協議会に係る平成18年度事業報

告及び決算についての提出があり、報告第５

号、報告第６号、報告第７号、報告第８号と

して議案につづってありますので、ご了承願

います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【渡辺旺君】 日程第４、議案第63号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

19年度内灘町一般会計補正予算（第１号）〕

から議案第68号内灘町体育施設の指定管理者

の指定についてまでの６議案を一括して議題

といたします。 

 なお、本定例会に提出された議案につきま

しては、お手元に配付してあります議事日程

第１号に記載のとおりでありますので、ご了

承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【渡辺旺君】 提出議案に関し、これ

より町長から提案理由の説明を求めます。八

十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 本日ここに、平成

19年第２回内灘町議会定例会を招集いたしま

したところ、議員各位におかれましてはご多

忙の中にもかかわらずご参集を賜りまして、

まことにありがとうございます。 

 初めに、一言お祝いを申し上げます。 

 ただいまご披露のあった全国町村議会議長

会から15年以上在職議員として表彰をお受け

になった八田外茂男、中川達両議員に心より

お祝いを申し上げます。 

 お二方には長年にわたり内灘町議会議員と

して、また議長、副議長等の要職を歴任され

て、町勢の発展に多大なるご尽力を賜りまし

た。ここに改めまして心から敬意と感謝を申

し上げますとともに、健康に留意され、今後

ともますますご活躍されますようご期待を申

し上げます。 

 また、「うちなだ議会だより」が、議会広

報全国コンクールで２年連続奨励賞を受賞さ

れました。これまでにも数々の賞をお受けに

なられ、全国でも先進的モデル誌として名を

広めてこられました。広報対策特別委員会の

皆様のさらなるご活躍をご祈念申し上げます。 

 さて、統一地方選挙後、最初の定例議会に

当たり、町政に対する所信の一端と提出議案

の大要をご説明申し上げます。 

 平成17年２月に町政を担当させていただき、

はや２年余りとなりますが、この間、町民参

加と情報公開、そして現場主義の３つを私の

基本姿勢として町政運営に当たってまいりま

した。幸いにも議員各位並びに町民の皆様の

ご理解とご支援により順調に町政を運営する

ことができましたことに対し、心から感謝の

意を表する次第であります。 

 今後とも町民との対話を大切にし、常に町

民の視点に立った町政運営に心がけ、すべて

の町民が明るい未来を確かなものとして感じ

られる、町民が主役のまちづくりに全身全霊

をささげてまいる決意でありますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 さて、我が国は、少子高齢化社会とともに

人口減少時代に転換し、これまでのあらゆる

社会システムの見直しを図る変革の時代を迎

えています。さらに、国の行財政改革に伴い、

地方財政はかつてないほどの試練と危機に見

舞われ、内灘町の財政状況も同様、容易なら

ざる困難に直面いたしております。 

 これまでにも申し上げてまいりましたが、

この財政危機を克服するためには行財政改革

を断行し、自立した自治体として持続する健

全な行財政体質の構築が急務であります。そ

れは、これまでの景気循環に対処する一過性

のものではなく、「協働のまちづくり」を理

念に行財政全般の構造改革を図り、将来人口

を見据え、少子・高齢化社会に対応し、町民

が安心して暮らせる町をつくることでありま

す。 
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 地方自治の本旨は、地域住民みずからの判

断と責任に基づく自主・自立の自治体運営で

あり、地方分権が加速する今こそ、町民お一

人お一人に町政への参画を一層促しながら、

議会、行政、町民が一体となり協働のまちづ

くりに尽瘁いたしたいと考えております。 

 そのためにも、まずはみずからの能力と資

質の向上に励みながら、難しさにもあえて立

ち向かい、職員ともども懸命に励んでまいる

覚悟であります。何とぞ議員各位並びに町民

の皆様のご支援、ご協力を切望いたす所存で

あります。 

 さて、私が町長就任以来、安心して暮らせ

るまちづくりの重点課題として取り組んでき

た子育て支援施策についてであります。 

 少子・高齢化が進んでいる現在、次世代育

成に関する施策はすべての自治体にとって喫

緊の課題となっており、その充実度はそのま

まその自治体の魅力度ともみなされてきてお

ります。 

 ４月に向陽台に移転開設した子育て支援セ

ンターは、新規登録者が４、５月２カ月で

220人もあり、１カ月当たりの延べ利用者も

約1,700人と例月の４割増となりました。施

設の拡充と育児相談等の機能面の充実によっ

て想定以上の利用増にうれしい悲鳴を上げて

いるところでありますが、さらに利用者の要

望にこたえ、日曜日の開所も試行したいと考

えています。 

 また、同じく４月から白帆台保育園が予定

どおり開園の運びとなりました。本町初の病

後児保育のほか、重度の障害児保育、休日保

育、夜間保育等、近年の就業形態の変化で急

速にニーズが高まっていた保育課題にこたえ

ることのできる保育施設が設置されたことに

より、本町の保育機能は格段の向上を見たの

であります。これによって、白帆台地区はも

とより、本町自体の定住促進にも大きなイン

パクトを与えてくれるものと確信いたすもの

であります。 

 学童対策といたしましては、これからふえ

る白帆台、宮坂地区の学童を受け入れるため、

旧宮坂保育所を活用し、９月から宮坂学童保

育クラブを開設いたします。さらに、全学童

保育クラブにおいて、夏休み中の４年生以下

の受け入れも実施したいと考えています。 

 行財政改革を推進する厳しい時期ではあり

ますが、若いお母さん、お父さんが安心して

子育てができる環境づくりは町政の最優先課

題であり、今後とも財源を重点配分し、取り

組んでまいる所存であります。 

 長年の懸案事項であった内灘中学校の改築

工事につきましては、今議会に工事発注にか

かわる議案を追加提案いたします。子供たち

が、一日も早く安全で快適な環境の中で学べ

るように万全を期して取り組んでまいります。 

 学校教育に関しましては、町独自の小学校

低学年の30人学級制や今年度から本格実施し

た小学校英語教育等、他に先駆けた取り組み

をいたしております。 

 子育て支援施策同様、教育体系の基礎であ

る義務教育には手厚い施策を講じ、子供たち

の個性と持てる能力をさらに伸ばす教育環境

づくりに努めてまいります。 

 次に、大京の開発計画についてであります。 

 ３月の起工式以降、温浴施設、商業施設、

宿泊施設と順次着工し、年内の開業に向けて

それぞれ工事が進められています。本町にと

って長年の懸案事項であった計画であるだけ

に、順調に開業されることを願うとともに、

本町商業の活性化と住民の利便向上、雇用拡

大等に大いに期待をいたしております。 

 さて、次に、去る５月17日の議会全員協議

会でクリーンエナジーファクトリー株式会社

から提案のあった内灘沖合での海表風力発電

事業についてであります。 

 風力発電事業に関する事業提案は、一昨年

から河北潟干拓地や砂丘地で複数事業者から

あり、その都度、議会に説明をし、また相談

してきたところではありますが、具体化した
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事業はございません。 

 今回も事業者提案として議会にご説明いた

しましたが、最終的な許可権者は石川県であ

ります。県は先般、この事業提案について、

使用許可基準、景観形成基準、その他海岸、

海水浴場への影響等から困難との意向を示し

てきました。 

 私の思いといたしましては、深刻化する地

球温暖化に伴う環境問題への対応が急がれる

中、本町は風力発電事業をみずから事業化い

たしておりますし、民間事業者が進める事業

においても同様、自然エネルギーの推進には

自治体として率先して努めていくべきである

と考えております。また、財政厳しい中で企

業立地を進め、税収増によって住民負担の抑

制や住民サービスの向上につながればとの思

いもあります。 

 これから議会や住民の皆さんのご意見をお

聞きしたいと考えていたやさきに使用許可は

困難との県の意向表明がなされ、幾分の戸惑

いを禁じ得ないのでありますが、今後、事業

化の見込みがないのかどうか、県と事業者の

動向を見守りながら議会の皆さんとご相談い

たしたいと考えております。 

 以上、所信の一端を申し述べました。さま

ざまな諸課題が山積いたしております。そし

て、行財政改革はまさにこれからが正念場で

ありますが、いかに厳しい環境にあっても、

なすべき基本のことはしっかり踏まえ、施策

の重点化と質的充実に工夫を凝らし、鋭意取

り組んでまいりますので、議員各位並びに町

民の皆様のご理解とご協力をお願いを申し上

げます。 

 それでは、ただ今から提出議案に対する提

案理由のご説明を申し上げます。 

 議案第63号及び議案第64号につきましては、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき専

決処分をさせていただきました平成19年度補

正予算について議会の承認を求めるものでご

ざいます。 

 議案第63号 平成19年度内灘町一般会計補

正予算（第１号）、議案第64号 平成19年度

内灘町老人保健特別会計補正予算（第１号）

につきましては、平成18年度における老人保

健特別会計が歳入不足となったため、不足財

源を平成19年度予算より繰上充用する所要の

補正でございます。 

 議案第65号 平成19年度内灘町一般会計補

正予算（第２号）につきましては、歳入歳出

それぞれ3,877万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ84億5,877万8,000円と

するほか、債務負担行為の追加及び地方債の

変更をあわせて計上するものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、総務費

関係では、中国呉江市からの公式訪問団受け

入れに係る費用、並びに昨年度に引き続き実

施予定の内灘町と金沢市合同による震災訓練

につきましては、本年３月の能登半島地震を

教訓とし、さらなる防災意識の高揚と関係機

関の連携強化を図るため、合同訓練に係る関

係費用を増額計上いたしました。 

 民生費関係では、本年４月に移転新築しま

した子育て支援センターにつきまして、所信

の中でも申し上げましたが、日曜日の開所を

望む声も多いことから、第１と第３日曜日も

オープンし、センター機能のさらなる充実、

機能強化を図るため、人件費等関係費用を計

上いたしました。 

 商工費関係では、中小企業者の経営支援施

策として、従来からの小口融資資金に対する

利子補給に加え、新たに創業者融資資金及び

事業転換融資資金に対しても、今回、利子補

給制度の対象として追加することに伴い、そ

の所要額を計上いたしました。 

 この制度につきましては、借入利率のうち

の0.5％について２年間を限度に利子補給金

として支援するもので、本年７月１日から施

行するものでございます。 

 土木費関係では、町道の舗装、補修費用の

ほか、先般、道の駅の指定を受けました大学
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第３公園、通称「サンセットパーク」につき

まして、利用者の利便性を向上させるための

施設整備等関係工事費を計上いたしました。 

 教育費関係では、国の委託事業として、小

学校における不登校やいじめなどの早期発見、

早期対応等に関する調査研究事業並びにボラ

ンティア等の体験活動事業に係る関係費用を

計上いたしました。 

 また、町営野球場につきましては、昭和50

年の開設から30年余りが経過し施設の老朽化

が進んできており、特にスコアボード等の腐

食が激しいことから、今回、安全管理と施設

の整備充実を図るための改修工事費等を計上

いたしました。 

 また、各款にわたり、４月の人事異動等に

伴う職員給与等人件費の補正措置を講じてお

ります。 

 債務負担行為の補正につきましては、本年

７月１日から指定管理者の指定を予定してお

ります内灘町総合体育館及び内灘町総合グラ

ウンドに係る平成20年度分の管理費として、

1,000万円を限度に債務負担行為の予算措置

を講じるものであります。 

 地方債の補正につきましては、準幹１号線

舗装改良事業に係る限度額の変更措置を講じ

るものでございます。 

 以上が今回の補正の大要でございますが、

補正額の財源といたしましては、県支出金、

町債、財政調整基金を充当いたしました。 

 議案第66号 平成19年度内灘町介護保険特

別会計補正予算（第１号）につきましては、

前年度に係る保険給付費等の精算並びに歳計

剰余金の基金積み立てなどの所要の補正であ

ります。 

 続きまして、条例その他の議案につきまし

てご説明いたします。 

 議案第67号 内灘町学童保育クラブ設置条

例の一部を改正する条例につきましては、旧

宮坂保育所を新たに宮坂学童保育クラブとし

て設置するためのものでございます。 

 議案第68号 内灘町体育施設の指定管理者

の指定につきましては、地方自治法第244条

の２第３項の規定により、内灘町総合体育館

及び内灘町総合グラウンドについて、スポー

ツクラブ「プラッツうちなだ」を指定管理者

として指定するためのものでございます。 

 次に、報告に関するものでございます。 

 報告第１号から報告第４号までの４件につ

きましては、平成18年度内灘町一般会計及び

内灘町公共下水道事業特別会計、内灘町土地

区画整理事業特別会計並びに内灘町介護保険

特別会計の繰越明許費について、地方自治法

施行令第146条第２項の規定により、それぞ

れ繰越計算書を作成し、報告するものでござ

います。 

 報告第５号 平成18年度内灘町土地開発公

社の事業報告及び決算について、報告第６号 

 平成18年度財団法人内灘町公共施設等管理

公社の事業報告及び決算について、報告第７

号 平成18年度社会福祉法人内灘町福祉会の

事業報告及び決算について、報告第８号 平

成18年度社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

の事業報告及び決算について、以上４件につ

きましては、地方自治法第243条の３第２項

の規定により、出資法人の経営状況を説明す

る書類として平成18年度におけるそれぞれの

事業報告及び決算を報告するものでございま

す。 

 以上が、今回提案いたしました議案及び報

告につきましての提案理由並びにその概要で

ございます。何とぞ慎重にご審議をいただき、

適切なるご決議を賜りますようにお願いを申

し上げまして、私の説明を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【渡辺旺君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【渡辺旺君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 
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 お諮りいたします。議案調査のため、明７

日は休会にいたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【渡辺旺君】 ご異議なしと認めます。

よって、明７日は休会とすることに決定をい

たしました。 

 次回の本会議は８日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑並びに町政に対する一般

質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 大変ご苦労さまでございました。 

           午後２時40分散会 
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